　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成２３年度

建設業複業化支援プログラム

公募要領
石川県商工労働部経営支援課
平成２３年度の「建設業複業化支援プログラム」による支援を希望される方は、以下により申請されますよう御案内します。
○目的
公共事業費の縮減、民間工事の低迷等により、大変厳しい経営環境におかれている建設業の新分野進出を支援することにより、建設業の経営の安定と基盤強化を図ります。
　以下の支援メニューを活用するには、新分野進出経営計画を策定し、県知事の承認を受ける必要があります。

　
１　支援メニュー
(1) 意欲ある建設業新分野チャレンジ支援事業費補助金

	条件
	内容

	事業内容
	新分野事業の開始を図る事業

（初期の設備、機械の整備あるいは販路開拓を図る事業等）

又は３年以内の新分野事業を拡張しようとする事業

　　新分野事業とは日本標準産業分類に掲げる大分類Ｄ建設業以外の分類

に属する事業で、土木建築サービス業及び風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定に基づく規

制の対象とされる事業を除くものをいいます。

	補助金額
	補助率：補助対象経費の１／２以内

限度額：５００万円

	対象経費
	謝金
	講師謝金、専門家謝金

	
	旅費
	講師旅費、専門家旅費、社員旅費

	
	原材料費
	原材料及び副資材の購入に要する経費

	
	構築物費
	構築物の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費

	
	機械・運搬具購入費
	機械装置、車両等の購入、試作又は据付に要する経費

	
	機械・運搬具修繕費
	機械装置、車両等の改良又は修繕に要する経費


	
	機械・運搬具借用費
	機械装置、車両等の借用に要する経費


	
	工具器具・備品購入費
	工具、器具、備品の購入又は据付に要する経費


	
	工具器具・備品修繕費
	工具、器具、備品の改修、改装又は修繕に要する経費

	
	工具器具・備品借用費
	工具、器具、備品の借用に要する経費

	
	外注加工費
	外注加工に要する経費

	
	技術指導受入費
	技術指導等の受入に要する経費

	
	使用料・賃借料
	会場借料、借料又は損料

	
	役務費
	通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、雑役務費、調査・分析外注費、会場整備費、保険料、ホームページ作成費

	
	需要費
	会議費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、原稿料、委託費事業の一部を委託する経費

	
	その他の経費
	上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費


※ただし、以下のものは補助対象経費となりません。

　　　　　　・役員報酬及び人件費　・既存事業部門との区分が不可能な共通経費

　　　　　　・フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等

　　　　　　・他の県補助金により、補助対象経費となっているもの
(2) 県制度金融の融資利率の引き下げ　
　　　新分野進出する建設業者に対し、県制度金融（事業転換支援融資）の融資利率を0.3％引き下げます。（従業員20人以下の小規模企業や過疎地域において事業を実施する場合、さらに利率の引き下げがあります。）
· 融資を受けるには金融機関の審査となります。

· 新分野事業によっては対象とならない場合があります。
　(3) 県入札参加資格の優遇措置

県の入札参加資格において、最長５年間主観点数で１５点を加点します。
　(4) 新分野進出事業に係る新規雇用者の人件費助成

　　　新分野事業に携わる新規雇用者を採用した場合、その１名分の人件費等を各支援機関（以下の７）を通じて委託します。１名あたりの助成上限額は３５万円／月（税込）になります。
　　※事業実施期間；委託契約締結から平成２３年度末まで

　　※新規雇用者は失業者に限ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　対象者

(1) 本事業の対象者は、県内の中小建設業者で次の①及び②のいずれかに該当する者とします。
    　①  新分野事業の実施を検討している者
　  　②  新分野事業の実施から３年以内の者
 （2）(1)の県内の中小建設業者は、次の①から④のいずれかに該当する者とします。
　　　①  中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項第１号に規定する中小企業者（※１）であって、県内に主たる営業所を有し、更に、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可を有する者
  　　②　新分野事業の実施等に関する協定を締結している①に該当する２以上の法人で構成するグループ　
  　　③　新分野事業の実施を目的とする法人で、①に該当する企業又はその役員が合わせて50％以上出資して設立する者
 　 ④　①から③に掲げる者のほか、知事が特に認めた者
（※1）中小建設業者とは

①  資本の額又は出資の総額が３億円以下

②  常時使用する従業員（※2）の数が３００人以下

のいずれかを満たし、建設業の許可を有する企業のことをいいます。

ただし、いわゆる「みなし大企業」は対象者となりません。

「みなし大企業」とは

ア  発行済株式の総数又は出資総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者

イ  発行済株式の総数又は出資総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者

ウ  大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

のいずれかに該当している者をいいます。

（※2）常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
３　応募方法

新分野進出経営計画等の必要書類（以下の６）を各支援機関（以下の７）経由で県経営支援課に提出してください。提出期限に間に合わない等やむを得ない事情がある場合は、直接県経営支援課までに提出していただいてもかまいません。
４　募集期間
平成２３年３月２２日（火）～　５月　９日（月）
　　　　
５　新分野進出経営計画の承認
(1)　新分野進出経営計画の承認を受けるにあたって、県が設置する審査会にて審査します。審査基準は以下のとおりです。
	区分
	内容

	事業計画の適切性
	事業計画の遂行により、一定の収益性が見込めるか

	事業内容の独自性
	自社で創意工夫した取り組みかどうか。

	執行体制
	計画遂行の執行体制が確立されているかどうか。

	地域貢献性
	新事業を行うことにより、雇用維持をはじめ、地域経済への貢献が見込めるか。


（2）審査会の時期
　　　５月下旬（予定）
　　　　※審査会では、事業概要のプレゼン等をしていただきます。

(3) 承認先の決定時期

　　  ６月上旬（予定）
(4) その他
　　　申請書に加え、別途資料作成を依頼することがあるほか、県担当者が事前に現地調査を行う場合があります。
６　応募に必要な書類
次の書類を各１部提出してください。

・新分野進出経営計画承認申請書
・直近３期分の決算書

・登記簿謄本の写し  等
７　問い合わせ先

　この補助金に関するお問い合わせは、各支援機関又は県経営支援課まで　

	支援機関名
	電話番号
	支援機関名
	電話番号

	金沢商工会議所
	076-263-1161
	珠洲商工会議所
	0768-82-1115

	小松商工会議所
	0761-21-3121
	白山商工会議所
	076-276-3811

	七尾商工会議所
	0767-54-8888
	石川県商工会連合会
	076-268-7300

	輪島商工会議所
	0768-22-7777
	石川県中小企業団体中央会
	076-267-7711

	加賀商工会議所
	0761-73-0001
	(財)石川県産業創出支援機構
	076-267-1244


石川県商工労働部経営支援課経営支援グループ　
　　　　　TEL: 076-225-1525　FAX: 076-225-1523
平成２３年度建設業複業化支援プログラム審査フロー
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6月上旬以降


（予定）





5月下旬（予定）





複業化を目指す県内中小建設業者





6月上旬（予定）
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3/22（火）から





支援メニューの活用
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計画承認審査会





県経営支援課へ計画申請書提出


　（支援機関経由）





新分野進出経営計画の策定


（希望する支援メニューを選択）


　※全て選択も可


補助金


融資利率の引き下げ


県入札参加資格の優遇措置


人件費助成
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